
                                  社会医療法人財団 慈泉会 

R4.2.1 

実習生オリエンテーション 

 

■対象者：実習生用（学生及び医療関係機関） 

  慈泉会施設内における患者（受診者）さん、医療従事者、およびご本人の安全確保のため、以下の点につきまして十分に    

ご理解の上、慈泉会諸規則と併せて遵守いただきますようお願いいたします。 

 

【社会医療法人財団慈泉会ミッション】 

・わたしたちは、時代の要請を的確に捉えて、医療・介護の改革に夢と情熱をもって挑戦する。 

・わたしたちは、治す医療、癒す医療、支える医療、予防、介護、生活支援を統合して提供し、安心してその人らしく暮らし

続けることができる地域を創る  

・わたしたちは、医療・介護・経営の質を高める努力を継続し、社会に貢献する。 

【実習生心得】 

・実習時間中は、実習担当科（課）の長に従って下さい。 

・実習中は、派遣元の学校等の名札を着用する。ただし、名札を所持していない場合は、当院用の名札を着用して下さい。 

・施設内外問わず事故が発生した場合には、速やかに担当科（課）の長に報告をお願いします。 

・欠席、遅刻及び早退は、あらかじめ実習担当科（課）の長に申し出て許可を得て下さい。 

・実習場所が病院であることをきちんと認識し、他人、特に患者に対して不快感を与えるような態度・言動などには、十分注

意して対応をお願いします。 

・実習中、病院の体面を傷つける行為があった場合は、実習を取り消すことがあります。 

・実習中、傷病のため当院において受診する場合は、原則として、一般患者と同じ扱いとしますので、ご了承下さい。 

・貴重品の持ち込みは、最低限に留め、自己管理において管理をお願いします。 

 

【感染対策】 

・発熱、咳、下痢、嘔吐、発疹等の症状がある場合は、流行性の病気にかかっている可能性があるので、実習の可否を事前に

お問い合せ下さい。 

・実習期間中において、頭痛、発熱、咳、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢、発疹等の症状が出た場合は、責任者である実習担当科（課）

の長に速やかに報告するとともに指示に従って下さい。 

・健康な人には問題ない菌でも、抵抗力・免疫力が低下した患者さんには感染することがあります。あなたが病原菌を持ち込

まないために、そして自分自身を感染から守るために、液体石鹸と流水で十分に手を洗ったり、備え付けのアルコール手指

消毒剤を使用して、手指を消毒してください。 

・病棟には「感染防止」に特に注意を要する患者さんが入院しています。病室に入る場合は必ず看護師に声をかけてください。 

・感染防止のための個人防護具として、手袋、マスク、エプロン、ガウンを適切に使用してください。 

 

【秘密保持】 

・次に掲げる情報について、慈泉会の定めた内部規定その他マニュアルに従い管理・使用・開示し、内外を問わずその目的   

以外の使用・開示、漏洩をしない。 

① 業務上・職務上知り得た患者または職員と、その家族の個人情報及び診療情報 

② 秘密である旨明示された情報 

③ 社会通念上秘密であることが明白な情報 

 

 

 



【防災関連】 

・火災や地震などの非常時には、非常放送でお知らせします。あわてずに職員の指示・誘導に従って避難してください。 

・避難の際は、エレベーターを使用せず、階段を使用してください。 

・火災発生と同時に廊下や階段入口の防火戸・防火シャッターが自動閉鎖します。防火戸には避難用潜り戸、防火シャッター 

の横には避難用潜り戸がありますので、手で開けて避難してください。 

・火災で、煙の中を避難するときには、体を低くして、手ぬぐい（ハンカチ）などを濡らして鼻や目を覆ってください。 

・停電の際には、室内・廊下・非常口・階段は非常用照明装置が働きます。安心して避難してください。 

 

【その他】 

・施設内および敷地内は禁煙となっておりますので、ご協力をお願いいたします。 

・施設内所定の場所以外での携帯電話の使用はご遠慮下さい。 

・患者（受診者）さんの移動時、施設内混雑時には通路の譲り合いなど、ご配慮をお願いいたします。 

・ドアが急に開くことがありますので、通行の際はご注意ください。 

・雨の日など、廊下が濡れると滑りやすくなりますのでご注意ください。 

・交通量が増えておりますので道路横断の際は横断歩道を利用してください。 

・工事エリアへの立入は危険ですので、絶対に立ち入らないでください。 

・実習期間中は、原則、公共交通機関を利用してください。やむを得ない事情がある場合は、各実習担当科（課）長へご相談

下さい。 

・実習期間中は、当院職員食堂も利用いただけます。 

・担当科（課）における業務・実習内容（プログラム）等に関するオリエンテーションを必ず受けてください。 

・その他、各部署における規則およびオリエンテーション内容につきましても遵守願います。 

以上 


